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事務作業全般

事務作業全般

事務作業全般

事務作業全般

活動種別活動名
2月 3月6月

活動時期

事務作業全般

通知等発送

通知等発送

現場調査・訪問

11

月

12

月
1月7月

特別徴収例月処理

普通徴収例月処理

法定調書調査業務

課税額照会回答業務

課税資料収集

申告受付及び申告指導

市申告・確定申告の相談・仮収受

事業概要

個人課税について、課税対象を的確に把握し適正な課税をするため、税務署、県税事務

所、その他関係機関と連携を図り、課税資料を収集すると共に「国税連携」により確定

申告書などの課税資料を入手し、本市の歳入で最も大きな個人市民税を効率的かつ適切

に課税します。

事務事業名

当初賦課事務

当初税額通知書の送付（特別徴収）

当初税額通知書の送付（普通徴収）

未申告調査

8月 9月
10

月
4月 5月

事務作業全般

事務作業全般

事務作業全般

個人市民税の課税事務

部名 課かい名 市民税課市民部

事務事業概要書



根拠法令
抜粋

・地方税法

　２３条～５０条　略

　７１条の５～８・２７～２９・４８～４９　略

　２９２条～３２８条の１６　略

・茅ヶ崎市市税条例

　３条　略

　１６条～３２条の１２

　第16条　市民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3

号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対して

は均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。

(1)　市内に住所を有する個人

(2)　市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しないもの

(3)　市内に事務所又は事業所を有する法人

(4)　市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有

する法人で当該市内に事務所又は事業所を有しないもの

(5)　法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信

託をいう。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所

を有するもの

第17条　次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民税(第2号に該当する者にあっ

ては、第32条の3の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を

除く。)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、この限りでな

い。

(1)　生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(2)　障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が

1,350,000円を超える場合を除く。)

１８条以下略

・茅ヶ崎市市税条例施行規則

　１条～６条　略

　１６条～１８条　略

法的
実施根拠

あり
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事務事業名 法人市民税の課税事務

事務事業概要書

部名 市民部 課かい名 市民税課

事業概要

法人課税について、課税対象を的確に把握し適正な課税をするため、税務署、県税事務

所、その他関係機関、市内事業者と連携を図り、課税資料を収集した上で、効率的かつ

適切に課税処理を行うと共に、景気動向により左右される法人市民税の適切な歳入予測

を行います。

法人企業業績調査 統計調査・集計

9月
10

月

11

月

法人市民税課税処理 事務作業全般

非営利活動法人減免申請案内送付 通知等発送

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

申請等受付

法人テナント調査 統計調査・集計

課税額照会回答業務 事務作業全般

未申告調査 現場調査・訪問

課税資料収集 事務作業全般

申告受付及び申告指導



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・地方税法

　５１条～６５条　略

　２９２条～３２８条の１６　略

・茅ヶ崎市市税条例

　３条　略

　２５条の６～７

第25条の6　法人税割の税率は、法人税額の100分の8.4とする。

(平26条例39・平30条例48・一部改正)

第25条の7　次の各号に掲げる法人(法人税法第4条の7に規定する受託法人を除く。以下

この項において同じ。)に対する各事業年度又は各連結事業年度における法人税割額は、

前条の規定を適用して計算した法人税割額から当該法人税割額に次の各号に掲げる法人の

区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額に相当する額を控除した金額とす

る。

(1)　資本金等の額が500,000,000円未満である法人、資本金の額若しくは出資金の額を有

しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等　8.4分の2.4

(2)　資本金等の額が500,000,000円以上1,000,000,000円未満の法人　8.4分の1.2

2　前項の規定を適用する場合において、資本金等の額が500,000,000円未満又は

500,000,000円以上1,000,000,000円未満であるかどうかの判定は、各事業年度又は各連

結事業年度の終了の日(法第321条の8第1項前段の規定(法人税法第72条第1項若しくは第

144条の4第1項の規定が適用される場合又は第88条の規定が適用される場合に限る。)に

より申告納付すべき法人の市民税にあっては、その事業年度又はその連結事業年度開始の

日から6箇月を経過した期間の末日)の現況による。

・茅ヶ崎市市税条例施行規則

　１条～２条

第1条　この規則は、茅ヶ崎市市税条例(昭和25年茅ヶ崎市条例第47号。以下「条例」と

いう。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条　市長は、条例及びこの規則の規定による申告事項のほか、市税の賦課徴収につい

て必要があると認めるときは、納税者又は特別徴収義務者等に対し、必要な事項を申告

させ、又は報告させることができる。
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事務事業名 被災者生活再建支援業務

事務事業概要書

部名 市民部 課かい名 市民税課

事業概要

大規模災害時被災者の生活再建支援を目的として、効率的に罹災証明書の発行を行いま

す。

税三課で連携した組織体制を強化し、実地研修や訓練の実施、人員体制の確保及び関係

団体との調整など、より実践的かつ効果的な運用や体制の検討を行います。

大規模災害時の受付体制を迅速に行う事が出来るよう統括調整部との連携を図り通常時

の訓練を行うとともに庶務を担う担当課であるため、適切な予算要求及び執行を行って

いきます。

統括調整部との連携 検討

9月
10

月

11

月

受付、発行（大規模災害時） 事務作業全般

予算申請等各種庶務 事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

図上訓練対応（実施時：令和７年１月予定） 職員向け研修



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・被災者生活再建支援法

第二条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

一　自然災害　暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然

現象により生ずる被害をいう。

二　被災世帯　政令で定める自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものを

いう。

イ　当該自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯

ロ　当該自然災害により、その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被

害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住

するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事

由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯

ニ　当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって

構造耐力上主要な部分として政令で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ

当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(ロ及びハに掲げる世帯を除く。

次条において「大規模半壊世帯」という。)

・災害対策基本法

第九十条の二　市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当

該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が

定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(次項にお

いて「罹災証明書」という。)を交付しなければならない。

２　市町村長は、災害の発生に備え、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保

を図るため、前項の規定による調査について専門的な知識及び経験を有する職員の育

成、当該市町村と他の地方公共団体又は民間の団体との連携の確保その他必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。


